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Ⅰ　はじめに
　中華人民共和国香港特別行政区（以下「香港」と
いう。また、香港・マカオ・台湾を除いた中華人民
共和国を「中国」という）は、英国による150年以上
の植民地支配の後、1984年に調印された中英共同宣
言により、1997年７月１日に中国に返還された。但
し、50年間は調印時の香港の制度を維持し、外交と
国防を除き、高度の自治権が保障されるものとされ

た。返還後の香港の法制度は、中国の法制度とは別
個の、「香港特別行政区基本法」を頂点とする独自の
法制度となっている（一国二制度）。本稿は、香港
における法制度を対象とする。
　香港は、1997年７月１日の中国への返還に至るま
で、英国による150年以上の植民地支配の下、英国
法２の法体系を多く導入し、いわゆる判例法主義の
法体系を採用した。しかし、知的財産法の分野にお
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ける重要な法令（例えば、特許条例、意匠条例、商
標条例、著作権条例）は全て成文法で規定されてい
る。即ち、香港が判例法主義の法体系を採用してい
るといっても、裁判において拠り所となる「法源」
には、判例だけではなく、制定された法令も含まれ
る。なお、香港が1997年７月１日に中国に返還され
た後は、英国の裁判所の判決は、香港の裁判所に対
し拘束力を有しないものの、依然として、説得力の
ある根拠として、事実上の大きな影響力を有してい
る。
　「一国二制度」を採る中国と香港の間では、一方

（例えば、香港）で特許権や商標権を登録したとして
も、それだけでは、他方（例えば、中国）で効力が
生じないため、両方で登録する必要がある。
　以下、香港の知的財産法の概要と特徴について紹
介する。

Ⅱ　知的財産法全般
　香港においては、特許条例、意匠条例、商標条
例、著作権条例、集積回路配置設計条例、植物新品
種保護条例、商品表示条例等の基本的な知的財産法
制度が整備されている。香港が、英国法の影響によ
り、判例法主義の国であるといっても、知的財産法
の分野では、基本的に、成文法が存在しており、ほ
とんどの問題は成文法の規定の解釈に関わっている

（但し、香港は、英国法由来の各知的財産法について、
香港独自の変更を多数加えている）。また、営業秘
密侵害及び詐称通用等の問題については、成文法の
明文規定は無いが、判例法により妥当な解決が図ら
れている。
　香港の知的財産法制度の中心的機関である「知識
産権署」（Intellectual Property Department）は、特
許、意匠、商標の審査等の知的財産権に関する各種
サービスを行う政府機関である。1990 年７ 月２ 日
に設立された「知識産権署」は、商標登録局（Trade 
Marks Registry）、特許登録局（Patents Registry）、
意匠登録局（Registered Designs Registry）及び著
作権許諾団体登録局（Copyright Licensing Bodies 
Registry）を運営する３。「知識産権署」のウェブサ
イト（http://www.ipd.gov.hk/eng/home.htm）には、
知的財産権に関連するさまざまな情報が掲載されて
おり、参考になる。
　香港は、知的財産権に関する多くの国際条約にも

加盟している。例えば、WTO協定、WIPO設立条約、
工業所有権の保護に関するパリ条約、特許協力条約

（PCT）、国際特許分類に関するストラスブール協定、
標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に
関するニース協定、文学的及び美術的著作物の保護
に関するベルヌ条約、万国著作権条約等である。
　なお、中国が加盟している標章の国際登録に関す
るマドリッド協定及び標章の国際登録に関するマド
リッド協定議定書においては、香港での適用が留保
されており、適用されないことに注意が必要である。

Ⅲ　特許
１　概要

香港では、発明は、1932 年以降、英国特許又は
英国を指定国とする欧州特許を条件として保護さ
れてきた。即ち、あたかも、英国で付与された特
許が、香港まで拡大されて保護されたようになっ
ていた４。現在、香港では、特許条例が制定され
ている（2010年２月26日施行）５。
「一国二制度」を採る中国と香港の間では、一方

（例えば、香港）で特許権を登録したとしても、そ
れだけでは、他方（例えば、中国）では効力が生
じないため、両方で登録する必要がある。

香港内に住所又は居所を有しない外国出願人は、
代理人を選任して特許出願手続を委託しなければ
ならない。出願言語は、英語又は中国語である。

２　「標準特許」と「短期特許」
香港では、保護期間20年の「標準特許」と、保

護期間８年の「短期特許」の２種類がある。
標準特許は、香港特許庁ではなく、指定された

特許庁（中国知的財産権局、英国特許庁及び欧州
特許庁（英国を指定するEPC出願の場合）。以下、

「指定特許庁」という）への出願に基づき付与され
る。出願人は、第１段階として、指定特許庁へ
の出願の公開日から６か月以内（延長は不可）に、
香港特許庁への記録請求手続を行う。その後、第
２段階として、①指定特許庁での実体審査が完了
して特許権が付与された場合には特許登録日から
６か月以内（延長は不可）、又は②指定特許庁で
の出願の記録請求の香港での公開（香港特許庁で
の方式審査の後に記録請求が公開される）から６
か月以内に、登録請求を行う必要がある。香港特


